
１ 週所定労働時間(就業規則で定められた，休み時間を除く１週間当たりの労働時間)
  ◇ 40時間以下　・・・・・・・・・・・　91.9％

２ 週休制度
　◇ 週休２日制(完全，月３回，隔週，月２回等)
　　 を実施　・・・・・・・・・・・・・　81.1％

３ 変形労働時間制
  ◇ 変形労働時間制を採用している・・・　57.2％

４ 年次有給休暇
　◇ １人当たり年平均付与日数・・・・・　16.4日
　◇ １人当たり平均取得日数・・・・・・ 　9.3日
　◇ 取得率(取得日数÷付与日数)・・・・　56.4％
　◇ 年次有給休暇の取得促進に取り組んでいる
　　 　・・・・・・・・・・・・・・・・　88.6％
　 (図１「年次有給休暇の取得促進の取組内容」参照)

５ 育児休業制度
　◇ 育児休業取得者の代替要員を採用している
　　 　・・・・・・・・・・・・・・・・　39.0％
　◇ 育児休業以外の育児支援のための措置を実施
　　 している　・・・・・・・・・・・・　84.5％
 (図２「育児休業以外の育児支援のための措置」参照)

６ 介護休業制度
　◇ 介護休業以外で介護支援のための措置を実施
　　 している　・・・・・・・・・・・・　77.1％

７ 次世代育成支援対策
　◇ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業
     主行動計画を策定している　・・・・　35.4％

８ ワーク・ライフ・バランス
　◇ ワーク・ライフ・バランス推進に取り組んで
　　 いる　・・・・・・・・・・・・・・　55.3％

９ テレワーク
　◇ テレワークを導入している　・・・・  16.2％

【問合せ先】県庁雇用労政課労政係　 099-286-3017
【県ＨＰ】県政情報＞統計情報＞分野別統計一覧＞賃金・労働＞労働条件実態調査

■■　今月の主な内容　■■

２０２１．４月号
～ふるさとの人材がふるさとで活躍できるように～

●令和２年度労働条件実態調査の結果

●優秀技能者知事表彰の被表彰候補者

募集

●鹿児島県労働相談窓口の案内

●県労働委員会の労働相談会案内

令和２年度「労働条件実態調査」結果の概要(基本調査)

この調査は，常用労働者５人以上の県内1,000事業所を対象に，令和２年９月３０日現在で実施

しました。(有効回答率５９．９％)

４月号では，基本調査(毎年調査する項目)，６月号では付帯調査の結果の概要を紹介します。
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図２ 育児休業以外の育児支援のための措置
（複数回答。「措置あり」事業所数を１００％とした場合）
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図１ 年次有給休暇取得促進の取組内容
（複数回答。「取り組んでいる」事業所数を１００％とした場合）
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　県では，広く社会一般に技能尊重の気運を浸透させ，技能者の社会的評価及び技能水準の向上を図る
ことを目的に，優秀技能者を表彰しています。
 今年度の優秀技能者表彰の被表彰候補者について，各産業団体等からの推薦を令和３年６月４日(金)
まで募集しています。

優秀技能者知事表彰 被表彰候補者の募集

表彰の対象者は，県内在住で，次の要件をすべて満たす方です。

① 技能の程度が極めて優れ，県下を通じて高く評価されていること

② 令和３年11月１日現在において，現役の技能労働者として従事している者

③ 後進技能者の指導育成に寄与し，技能に関する工夫・改善等によって生産性の向

上

に尽くした者

【問合せ先】県庁雇用労政課民間訓練係  099-286-3021

鹿児島県の労働相談窓口

県では，働く上でのさまざまな疑問やトラブルに関する労働相談をお受け

しています。詳しくは，県ホームページ「労働相談」をご覧ください。

＜鹿児島県労働相談窓口）＞

専用電話  ０９９－２８６－３１８８（平日９時～17時）

メール r-soudan@pref.kagoshima.lg.jp

こんな相談に個別に応じます
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